
北空知衛生センター組合告示第２号 
 
 下記により北空知衛生センター組合が有する財産を売却するので告示する。  
 
令和８年２月６日 

 
北空知衛生センター組合  
組 合 長  田 中 昌 幸  

 
記  

１  売却する物件  
（１）入札執行番号  第 -号 
（２）物 件 名  令和７年度古紙及びリターナブルビン等引取り（その２）  
（３）引 渡 し 場 所  リサイクルプラザ  
（４）契 約 期 間  令和８年３月２日から令和８年８月３１日まで  
（５）概 要  別紙仕様書のとおり  
 
２ 売却の方法 
  一般競争入札による  
 
３ 入札の日時・場所 

令和８年２月２５日（水）午後１時３０分 
深川市一已町字一已１８６３番地９８９ 北空知衛生センター組合 管理事務所 会議室 

 
４  入札者の資格  
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 
（２）古物商の許可を有しているもの。  
（３）売却する物件は、再資源化（再生利用）すること。（再使用及び固形燃料化等含

む。発電、熱利用を含む燃焼の用に供することを除く） 
（４）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）による更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続き開始の申立てがなされて
いるなど経営状態が著しく不健全である者でないこと。  

 
５  入札書記載金額  
  消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等相当額抜

きの単価（円未満２桁まで）と予定数量を乗じた金額及びその合計額を別紙入札
書に記載すること。なお、当該消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算
するものとする。（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てた金額）  

   
６  入札保証金は免除する。  
 
７  契約保証金  
  契約と同時に契約金額の１０％以上を納入のこと。  
 
８  その他 
  公告の写し、仕様書等については深川市一已町字一已１８６３番地９８９  北空知

衛生センター組合  管理事務所  事務室で交付する。  
  入札締切後即時開札します。  
  参加希望者は令和８年２月１９日（木）までに申し込み下さい。  
  申し込みにあたっては次の書類を提出して下さい。  
  ・古物商の許可証の写し  
  ・資源化する工程（自社処理工程、原料等供給先、最終製品等）を記載した書類を

作成すること。  
  
  その他入札に関し不明な点は、北空知衛生センター組合（電話０１６４－２３－３
５８４）に照会すること。  

 



 

 

 

令和７年度古紙及びリターナブルビン等引取り(その２)に係る仕様書 

 
 
１．契約期間  令和８年３月２日から令和８年８月３１日 
 
２．業務内容 
 
 リサイクルプラザにおける古紙及びリターナブルビン等を再生利用に供するための回収
引き取り。 
 
 (1)リサイクル 
  ①発注者が本業務で引渡した物件は、再資源化（再生利用）すること。 

（再使用及び固形燃料化含む、発電、熱利用を含む燃焼の用に供すること除く） 
  ②資源化する工程（自社処理工程、原料等供給先、最終製品等）を記載した書類を作成

し提出すること。 
 
 (2)引渡し品名及び予定数量 
   ①新聞 80,000 kg 
   ②紙パック 2,000 kg 
   ③ダンボール 171,000 kg 
   ④雑誌 81,000 kg 
   ⑤リターナブルビン 5,000 kg 

（※予定数量は概数ですので、増減する可能性があります。） 
 
 (3)引渡し条件（共通） 

①積載、搬出作業は、月曜日から土曜日の９時から１６時までとする。 
リサイクルプラザの休日は、作業を行うことはできない。 

②積載、搬出に要する機材、車両、消耗品、人員等はすべて受注者で準備し、発注者に負担
させないこと。 
準備する機材等は、必要に応じ発注者が指示することがあること。 

③引渡し量の把握は、受注者自らがリサイクルプラザで確認すること。 
④搬出は、リサイクルプラザの業務に支障のないよう確実に行うこと。 
⑤搬出作業中は、他の搬入車の邪魔にならないよう配慮・安全に留意し作業をするこ
と。 

⑥構内では、リサイクルプラザ維持管理受託者の指示に従い行動・作業すること。 
⑦搬出時の積込みは受注者が行うこと。 
⑧下記(4)にかかわらず発注者またはリサイクルプラザ維持管理受託者が搬出を要望

したときは、指定する日までに速やかに搬出の手配をし、搬出を行うこと。 
指定する日は、引渡し実施日の５日前までに日時の通告を行う。 

 
 (4)引渡し条件（品目別） 
  Ａ．新聞・雑誌・紙パック 

①水曜日は大量の新聞等の搬入が見込まれるため、水曜日午前 10 時までに新聞等の
入ったかご（コンテナ）を搬出し、搬出相当量の空のかご（コンテナ）を用意する
こと。 

②水曜日の搬入状況により適宜搬出を行うこと。 
③かご（コンテナ）等の積込みに必要な場合、リサイクルプラザ維持管理受託者の許
可により、施設に配置するフォークリフトを利用することができる。 

④かご（コンテナ）は当施設にあるフォークリフトで使用可能なものとし、受注者が
用意すること。 

 かご（コンテナ）以外による一時保管は認めない。 
⑤かご（コンテナ）及びそれ以外の必要な物は受注者が必要数量を用意すること。 
 水曜日午前 10 時までに 10 かご（コンテナ）以上の空のかごを用意すること。 

Ｂ．ダンボール 
①水曜日は大量のダンボールの搬入が見込まれるため、そのダンボールが問題なく受
入れ可能となるよう水曜日午前 10 時までにストックヤードのダンボールを概ね搬
出すること。 



 

 

 

②水曜日の搬入状況により適宜搬出を行うこと。 
Ｃ．リターナブルビン 
①リターナブルビンは、コンテナ２００箱前後で搬出すること。（概ね、６本入り一
升瓶用コンテナ１５０箱前後、その他のビール瓶用コンテナ等５０箱前後） 

②上記①については、受注者自らリサイクルプラザで確認し、適宜搬出すること。 
③リターナブルビン用コンテナの不足を来さないよう、受注者自らリサイクルプラザ
で確認し、適宜用意すること。 

④上記③にかかわらず、発注者またはリサイクルプラザ維持管理受託者がリターナブ
ルビン用コンテナの不足を予想し、コンテナを要望したときは速やかに用意し、要
望した日から５日以内に持参すること。 

 
(5)計量 

①引取り重量に関しては、北空知衛生センター組合内の計量器にて計量するものとし、計
量後、北空知衛生センター組合が発行する計量伝票を受け取ること。 

 ②上記①によらず受注者で計量する場合は、計量結果を計量伝票にて、引き渡しの日から
３日以内に発注者に提出すること（提出日が翌月になる場合は、下記(6)報告書の提出
前）。 

 
(6)報告書の提出 

引取り重量について、上記(5)の計量伝票を集計し、月末に１ヵ月分をまとめて報
告すること。 

 
(7)代金の支払い 

上記(6)引取り重量報告の確認後、発注者が契約金額に応じて発行する納付書により
指定する納期限までに代金を納入しなければならない。 

 
３．その他 
 
 ①引取り作業を行うにあたっては、指示を遵守することはもとより、作業の安全管理等に

ついて万全を期すること。 
 ②引取り作業中の事故については、受注者がその一切の責任を負うものとする。 
 ③労働関係法令の遵守とその全ての責任を負うものとする。 
④喫煙は、発注者が定める場所以外でしないこと。 
 北空知衛生センター組合敷地内は、車内においても喫煙しないこと。 
⑤その他不明な点がある場合は、北空知衛生センター組合（電話 23-3584）に確認するこ
と。 



令和　　年　　月　　日

　北空知衛生センター組合　様

入札申
込者名 ㊞

　　　　資源化（再生処理等）の工程について

　当社における資源化（再生処理）の工程は次のとおりですので、よろしく願いいたします。

【自社処理の概要】

【資源化処理の委託先など】

【原料等の供給先など】

【最終製品など】

処理等を他支店、系列会社等で処理している場合はその旨明記してください
パンフレット等処理工程の参考となるものがあれば添付してください。
記載する枠が足りない場合は別紙により提出可



件 名

入札執行番号 第-号

金 額

予定数量 単価 小　計
種 類 （円）

① ② ①×②÷10kg

新聞 80,000Kg 円/10Kg

（ア）

紙パック 2,000Kg 円/10Kg

（イ）

ダンボール 171,000Kg 円/10Kg

（ウ）

雑誌 81,000Kg 円/10Kg

（エ）

リターナブ
ルビン 5,000Kg 円/10Kg

（オ）

　　　　　計
　  (ア）+(イ）+（ウ）+
 　（エ）+（オ）

令和　　年　　月　　日

北空知衛生センター組合
　組合長　　田中　昌幸　様

住所

氏名

住所

氏名

入 札 書

入札者

代理人

令和７年度古紙及びリターナブルビン等引取り(その２)

　上記金額には、取引に係る消費税及び地方消費税相当額は含んでおりません。

※見積価格において、逆有償の場合は△で金額を記載してください。
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※　通常使用の封筒で可 ※　合わせ目に封印してください。
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北空知衛生センター組合入札心得 （一般競争入札） 

 

１．代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に委任状を提出して

ください。この場合において、入札書には、入札参加者（委任者）と代理人の住所及び氏

名（法人の場合は、その名称及び代表者氏名）を併記し、代理人が押印して入札するもの

とします｡ 

２．いったん提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。 

３．次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札 

 (2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札 

 (3) 入札書に記名押印がない入札 

 (4) 同一事項について２以上の入札をした者の入札 

 (5) 他人の代理を兼ね又は２人以上の代理をした者の入札 

 (6) 無権代理人がした入札 

(7) 入札に関し、不正の行為があった者のした入札 

(8) その他入札に関する条件に違反した入札 

４．開札は、公告した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前

で行い、その発表をもって落札の決定の通知に代えます。 

５．落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決

定します。 

６．落札者は、落札の決定の通知を受けた日（開札の日）から８日以内に契約を締結しなけ

ればなりません。 

７．落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消します。 

(1) 契約の締結を辞退したとき、又は指定した期限内に契約を締結しないとき 

(2) 入札に際し、不正な行為があったと認められるとき 

 (3) 入札参加の条件に欠ける事由が生じたとき 

８．組合長が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、

入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 

９．入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を

徴収し、又は契約を解除することがあります。 

10．上記の他、全て入札執行者の指示によるものとします。 



入札・見積合わせ参加者 各位 

 

不正行為等に対応する契約条項の導入について 

 
北空知衛生センター組合では不正入札を防止するため、入札・契約等に関し不正な行為

があった場合や、組合の契約から暴力団関係事業者の排除を図るため、暴力団等の関与な

どの行為が後日明らかとなった場合に、賠償金等を徴する条項と北空知衛生センター組合

が契約を解除できる条項を設けておりますので、あらかじめご承知の上、入札、見積合わ

せに参加してください。 

 

【談合等不正行為】 

項 目 内                   容 

契約解除の条項  北空知衛生センター組合と締結した契約に関して、入札談合等の不

正行為があった場合に、北空知衛生センター組合が契約を解除するこ

とができます。 

 

（解除要件） 

① 独占禁止法違反により公正取引委員会からの排除措置命令が確定し

たとき又は課徴金納付命令が確定したとき。 

②競売等妨害又は贈賄の罪で起訴され、刑が確定したとき。 

損害賠償の条項  北空知衛生センター組合と締結した契約に関して、不正な行為によ

り組合が被った損害を賠償させるため、損害賠償請求の特約条項があ

ります。 

 

（損害賠償請求要求） 

①独占禁止法違反により公正取引委員会からの排除措置命令が確定し

たとき又は課徴金納付命令が確定したとき。 

②競売等妨害又は贈賄の罪で起訴され、刑が確定したとき。 

 

（賠償金額） 

 契約金額の１０分の１ 

【暴力団等の排除】 

項 目 内            容 

契約解除の条項  北空知衛生センター組合と締結した契約に関して、受注者と暴力団

等との関係が認められた場合に、組合が契約を解除することができま

す。 

違約金の条項  北空知衛生センター組合と締結した契約に関して、契約解除に伴う

違約金請求の特約条項があります。 

 

（違約金額） 

 契約金額の１０分の１ 

 


